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【０００５】
そして、前記ポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）グリセリルは、強い洗浄力は
あるが、眼を刺激するという課題があり（特許文献１）、また、前記ポリオキシエチレン
ヤシ油脂肪酸グリセリル２重量％前後の配合量をベースとして、これにポリオキシエチレ
ン（カプリル／カプリン酸）グリセリル２重量％前後を配合した処方が用いられており、
更に、前記特許文献５記載の洗浄化粧料においては、ポリオキシエチレン多価アルコール
脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸エステル、アルキルグルコシ
ドを配合する洗浄剤が提案されているが、前記特許文献５の実施例の記載から判断すると
、前記非イオン界面活性剤の総量は５重量％以上であると共に、グリコール類が４０重量
％以上配合され、且つ水の配合量が２５重量％以下なので、例えば、水が７０重量％以上
配合されているようなクレンジングローションとは製剤の形態が異なっているのである。
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